
事業再生ＡＤＲに関する省令・告示改正について（平成23年7月14日施行）



【改正①】 手続実施者の資格要件の緩和（省令第４条第１項）

手続実施者の要件
第1号中小企業再生支援協議会の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する経験
第2号事業再生ADRの手続実施者を補佐するものとして2年以上事業再生に携わった経験

手続実施者

事業再生ＡＤＲ（裁判外紛争解決手続）は、平成２１年２月から平成２３年２月末までの２年１ヶ月の間に２
７件が申請に至っている。個別案件の積み重ねにより、制度上の細かい課題が明らかとなってきていた。当該
課題を解決するために、手続実施者の要件の緩和、ＤＩＰファイナンスの範囲の拡充、小規模案件における手続実施
者の要件、第二会社方式の明確化等の省令（事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令（平成１９
年経済産業省令第５３号）、以下省令という。）・告示（事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令第１
４条第２項の規定に基づき認証紛争解決事業者が手続実施者に確認を求める事項（平成２０年経済産業省告示２９
号）、以下告示という。）の改正を行った。省令・告示の改正を行いました。

省令告示の改正対象論点（平成24年７月14日施行）

第2号事業再生ADRの手続実施者を補佐するものとして2年以上事業再生に携わった経験
第3号株式会社産業再生機構において事業再生に携わった経験
第4号一般に公表された債務処理を行うための手続に基づき、事業再生に携わった経験

債務者企業
銀
行

銀
行

銀
行

銀
行

債権者調整

（注）債権放棄を伴う計画を前提

手続実施者を補佐するもの

改正内容

手続実施者を補佐するものとしての要件のうち「2年以上」を「3件以上*」に変更。

改正理由

冗長な案件が評価されてしまう実態。
実力のある専門家の登用。

「3件以上*」：事業再生ADRにおいて、事業再生に係わる債権者と債務者との間の権利関係を適切に調整した経験を前提



DIPファイナンスの決議のできる債権者会議

【改正②】 ＤＩＰファイナンス（つなぎ融資）の決議のできる会議の範囲拡大（省令第１７条第２項）

改正前

改正後 ○

○

○

×

○

×

第一回 第二回 第三回

事業再生ADR手続

【第一回債権者会議】
事業再生計画案の概要の説明
のための債権者会議

【第二回債権者会議】
事業再生計画案の協議のため
の債権者会議

【第三回債権者会議】
事業再生計画案の決議のため

一時停止

省令告示の改正対象論点（平成24年７月14日施行）

改正内容

改正前は、DIPファイナンスの設定可能な債権者会議を第1回債権者会議のみで設定可能だが、改正後は、第2回
及び第3回債権者会議でも設定可能に変更。

改正理由

・当初の前提となった事業再生計画案の変更や資金の出し手の出現により、第１回目債権者会議以降に、DIPファイナ
ンスを設定する実務的なニーズ。
・優先弁済の考慮規定については、第2回及び第3回においても、債権者会議での同意をする点変わらない。

事業再生計画案の決議のため
の債権者会議



【改正③】 中小規模企業向け再生対応（省令第９条第３項）

手続実施者

債務者企業
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債権者調整

手続実施者を補佐するもの

手続実施者

債務者企業
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債権者調整

手続実施者を補佐するもの

○有利子負債総額10億円未満の案件の特則（新設）○原則的な取り扱い

省令告示の改正対象論点（平成24年７月14日施行）

改正内容

・債権放棄を伴う計画の場合、全ての案件で手続実施者は３名以上関与することが求められるところ、
・改正後は、有利子負債総額10億円未満の案件の債権放棄を伴う案件は、手続実施者の関与人数を2名以上とする。

改正理由

・規模に合った手続実施者の選任。
・債務者企業に対する手続費用の軽減。
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【改正④】 事業再生ＡＤＲ手続の適用範囲の拡大（告示第１条第１項、第２条第３項）

○債権放棄を伴う計画の場合に認証紛争解決事業者が手続実施者に確認を求める事項として、「２以上の金融機関等の
債権放棄」という記載を「２以上の金融機関等の債務免除等に変更することで、事業再生ＡＤＲの適用範囲の拡大。

改正内容

Ⅰ 債権放棄を行う金融
機関等の範囲の拡大

・金融機関等の列挙に
日本政策投資銀行
信用保証協会
地方公共団体
を加える（第１条）。

項目

Ⅱ 債権放棄と同等の行 ・債権放棄のみとなっ

効果

２行以上の金融機関等の対象範囲が拡大
することが可能となる。

１行のＤＥＳと１行債権放棄を行う案件や ２

省令告示の改正対象論点（平成24年７月14日施行）

改正内容
Ⅰ 金融機関等の列挙に、日本政策投資銀行、信用保証協会、地方公共団体を加える。
Ⅱ 対象となる行為として、債権放棄のみに限定していたところ、デットエクイティースワップを行った場合も含めた表現であ
る「債務免除等」に変更する。

改正理由
Ⅰ 合理性に係る判断能力を有すると認められる法人を追加することとしたため。
Ⅱ ＤＥＳにおいてその債務の消滅に係る利益が生じる場合、実質的に債権放棄と同質なため。

Ⅱ 債権放棄と同等の行
為を追加

債権放棄のみとなっ
ていた行為を、ＤＥＳを
含めた債務免除等に
変更。

１行のＤＥＳと１行債権放棄を行う案件や、２
行ＤＥＳを案件においても、事業再生ＡＤＲの
適用範囲が可能となる。



【改正⑤】 合意に基づく第二会社方式の明確化（告示第２条第４項２号）

第二会社方式によるスキーム
事業再生計画の進捗状況

を報告する者

Good
事業

Ｂａｄ
事業

Good
事業

会社の分割
又は事業の譲渡

特別清算

債務を引き受けた
他の事業者

省令告示の改正対象論点（平成24年７月14日施行）

改正内容
会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させる場合（以下、第二会社方式という）
が用いられることを考慮して、第二会社方式を利用した場合は、当該告示において記載される「債務者」につき、「事業の承継
した他の事業者」と読み替える。

改正理由
第二会社方式について明確化することで、事業再生ＡＤＲのスキームの柔軟化により手続の多様化。


